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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成31年2月1日に提出しましたUBS銀行 2020年2月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債

(株式会社小松製作所) に関する有価証券届出書（平成31年2月5日提出の有価証券届出書の訂正届出書によ

り訂正済み）の記載事項のうち、本社債の償還対象株式発行会社により四半期報告書が新たに提出されたの

で、関係事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

 

 

Ⅱ【訂正事項】

第四部　提出会社の保証会社等の情報

第２　保証会社以外の会社の情報

１．当該会社の情報の開示を必要とする理由

２．継続開示会社たる当該会社に関する事項

 

 

Ⅲ　【訂正箇所】

訂正箇所は　  罫で示されています。

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

第２【保証会社以外の会社の情報】

１．【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

＜訂正前＞

＜前略＞

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

(平成30年11月9日現在)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 972,252,460 東京証券取引所（市場第一部）

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

単元株式数100株

 

＜訂正後＞

＜前略＞

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

(平成31年2月13日現在)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 972,252,460 東京証券取引所（市場第一部）

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

単元株式数100株
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２．【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

＜訂正前＞

(1)　当該会社が提出した書類

＜中略＞

(ロ) 四半期報告書又は半期報告書

四半期会計期間　第150期　第2四半期 (自 平成30年7月1日　至 平成30年9月30日)

平成30年11月9日関東財務局長に提出

＜後略＞

 

＜訂正後＞

(1)　当該会社が提出した書類

＜中略＞

(ロ) 四半期報告書又は半期報告書

四半期会計期間　第150期　第3四半期 (自 平成30年10月1日　至 平成30年12月31日)

平成31年2月13日関東財務局長に提出

＜後略＞
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